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「小規模宅地等の課税特例について」2018年・2019年の改正点を中心に

ひろせＮＥＷＳ

　相続税の評価にあたって、居住用や事業用等に利用されていた土地については、状況によって最大80％の減額
の特例を受けることができます。中でも居住用と不動産貸付業での減額特例適用が8割近くを占めるそうです。こ
の小規模宅地等の特例区分は4区分9通りもあります。今回は適用の多い居住用と貸付事業用についての特例の改
正点をまとめます。

1）特定居住用宅地等-「家なき子が取得した場合」
　自己等の所有する家屋に居住したことがないことが要件になっていますが、それに「当該親族の3親等内の親族
又は当該親族と特別の関係がある法人が所有する家屋に居住したことがないこと」が要件に加わっています。

2）貸付事業用宅地等
　貸付事業用宅地等に該当しない宅地等に、「相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等」の項
目が追加されました。ただし、相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等で、相続開始の日まで
3年を超えて引き続き『特定貸付事業』を行っていた被相続人等の貸付事業の用に供されたものは、貸付事業用宅
地等に該当する宅地等になります。この『特定貸付事業』とは不動産貸付業・駐車場業・駐輪場等のうち、事業と
称するに至らない不動産の貸付その他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものとされています。

　上記2点はいずれも2018年の改正点ですが、1）は2018年４月1日から2020年３月31日まで、2）は
2018年４月1日から2021年３月31日までの間に相続又は遺贈により取得した場合には、経過的な取り扱いとし
て特例該当宅地とされます。これを「経過措置対象宅地等」といいます。

　今後も相続税申告や試算にあたっては、お客様に、不動産の利用状況や、いつからお住まいであったか？　事業
に供した時期はいつか？　等　たくさんの細かい点を、ますますお尋ねする必要があるようです。
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